
一般投資家の参加拡大を踏まえた不動産特定共同事業のあり方についての検討会

○ 不動産特定共同事業は、不動産の流動化等を目的として1995年に創設されて以来、商品数・募集総額ともに
拡大傾向にある。

○ 近年では、例えば「不動産クラウドファンディング」などにより一般投資家向けに投資を募集する商品が拡大するなど、
従前に比べて、不動産特定共同事業に参加する投資家層に変化が見られている。

○ こうした環境の変化を踏まえ、一般投資家向けの情報開示の充実など今後の不動産特定共同事業のあり方につ
いて検討を行う。

不動産特定共同事業への一般投資家の参加拡大

・不動産特定共同事業は、1051商品・1.3兆円にまで拡大。
（R6年3月）

・近年は「不動産クラウドファンディング」などにより、一般
投資家の参加が増加しており、投資家層に大きな変化が
みられている。

別添２

不動産特定共同事業の一般投資家数の推移
（運用中商品：のべ人数）
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一般投資家の参加拡大を踏まえた
不動産特定共同事業のあり方についての検討会

一般投資家の投資判断の実態などを踏まえ、充実すべき情

報開示項目など今後の不動産特定共同事業のあり方を議論

検討会での議論を踏まえ、

不動産特定共同事業制度の見直し・充実を図る


